
【次回日程】６月３日（水）議会運営委員会理事会 午後１時／ 議会運営委員会 午後２時 

議 会 運 営 委 員 会 
 

令和８年５月２７日（水） 
 

１ 令和８年第２回葛飾区議会定例会の開催について 

(1) 区長発言（要旨）について（別紙） 

(2) 付議事件案について（別紙） 予算案    １件 
条例案    ９件 
契約案    ８件 
報告案    １件 
人事案   １２件 
その他    １件 ［計３２件］ 

(3) 会期について（別紙）     令和８年６月４日(木) ～ ６月２２日(月) １９日間 
(4) 区政一般質問について  順  序 公明党／区民連／共産党／か立憲／自民党／ 

みらい／無所属 

持ち時間 自民党： ４５分 ／ 公明党： ４０分／ 
区民連： ３０分 ／ 共産党： ３０分／ 
か立憲： ２５分 ／ みらい： ２５分／  
無所属：各２０分 

通告締切  ６月１日(月) 午後２時 
(5) 請願等について      初日付託 ６月２日(火) 受付分まで 
(6) 意見書等の提出について  件名・案文締切 ６月２日(火) 午後４時 

(7) 署名議員           ８番 おおや けい子 議員 

９番 早 川 はるよ 議員 

３６番 秋 本 とよえ 議員 

 

２ そ の 他 

 (1) 専決処分の報告について（別紙） 

(2) 令和７年度葛飾区繰越明許費の報告について（別紙） 

(3) 令和７年度葛飾区事故繰越しの報告について（別紙） 

(4) 葛飾区議会会議規則の一部を改正する規則について（別紙） 

(5) 葛飾区議会傍聴規則の一部を改正する規則について（別紙） 

(6) 葛飾区議会委員会の傍聴に関する規程の一部を改正する規程について（別紙） 
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令和８年第２回葛飾区議会定例会付議事件の概要 

 

 

予 算 案   １件 

条 例 案   ９件 

契 約 案   ８件 

報 告 案   １件 

人 事 案   12件 

その他案   １件 

 計     32件 

 

 

１ 令和８年度葛飾区一般会計補正予算（第１号） 

 (１) 提案理由 

    既定の予算調製後に生じた事項につき、地方自治法第218条第１項の規定に基づき、補正予

算を調製し、議会に提出するもの 

 (２) 予算の概要 

    別紙のとおり 

 

２ 葛飾区行政手続条例の一部を改正する条例 

 (１) 改正理由及び概要 

    行政手続法の改正を踏まえ、公示送達の方法を改めるもの 

 (２) 施行日 

公布の日 

 

３ 葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 (１) 改正理由 

報酬の上限を引き上げるほか、所要の改正をするもの 

(２) 概要 

ア 報酬の上限を引き上げること。 

イ 災害医療サブコーディネーターの報酬の上限を定めること。 

(３) 施行日 

公布の日（令和８年４月１日から適用） 

 

４ 葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正 

する条例 

(１)  改正理由及び概要 

学校医及び学校歯科医に係る休業補償等の額の算定の基礎となる補償基礎額を改めるも 

の 

 例 経験年数 15 年以上 20 年未満 14,175 円 → 15,198 円（＋1,023 円） 

   経験年数 20 年以上 25 年未満 16,467 円 → 17,259 円（＋792 円） 
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 (２) 施行日 

公布の日（令和８年４月１日から適用） 

 

５ 葛飾区特別区税条例の一部を改正する条例  

(１)  改正理由 

地方税法の改正に伴い、所要の改正をするもの 

(２) 概要 

ア 復興特別所得税の課税期間の延長及び防衛特別所得税の創設に伴い、寄附金税額控除の 

特例控除額の算定方法を改めること。 

イ 扶養親族等申告書を提出すべき公的年金等受給者の範囲を拡大すること。 

ウ 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を恒久的な措置とするこ 

と。 

エ 住宅借入金等特別税額控除の特例の適用期限を５年延長すること。 

オ 肉用牛の売却による事業所得に係る区民税の課税の特例の適用期限を３年延長すること。 

カ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税 

の特例の適用期限を３年延長すること。 

キ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税 

の特例を土砂災害特別警戒区域等に存する土地の譲渡に適用しないこととすること。 

(３) 施行日 

(２)オ及びカは公布の日、(２)イ、ウ及びエは令和９年１月１日、(２)ア及びキは令和10 

年１月１日 

 

６ 葛飾区事務手数料条例の一部を改正する条例 

 (１) 改正理由及び概要 

    医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正に伴い、規定 

の整備をするもの 

 (２) 施行日 

公布の日 

 

７ 葛飾区子ども総合センターの設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 (１) 改正理由及び概要 

    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴い、規定の整備 

をするもの 

 (２) 施行日 

公布の日 

 

８ 葛飾区地区計画及び防災街区整備地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部 

を改正する条例 

 (１) 改正理由 

小菅一丁目地区地区計画の東京拘置所地区（宿舎地区）の建築物の制限について、壁面の 

位置の制限を原則として計画図に定めるとおりとするほか、所要の改正をするもの 
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(２) 概要 

ア 小菅一丁目地区地区計画の東京拘置所地区（宿舎地区）の建築物の制限について、壁面 

の位置の制限を原則として計画図に定めるとおりとすること。 

イ 小菅一丁目地区地区計画のまちづくり用地地区の名称をまちづくり整備地区に改めるこ 

と。 

ウ 東金町一丁目西地区地区計画のＢ地区の建築物の制限について、建築してはならない建 

築物を性風俗関連特殊営業の用途に供する建築物等とすること。 

(３) 施行日 

公布の日 

 

９ 葛飾区河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

 (１) 改正理由 

流水占用料等の額を改めるもの 

(２) 概要 

ア 流水占用料の額を改めること。 

工業用等（発電用を除く。）に係る使用水量１リットル毎秒当たりの年額 

 6,477円→6,833円（＋356円） 

イ 土地占用料の額を改めること。 

例 船、いかだ等の係留、桟橋の設置等に係る占用面積１平方メートル当たりの年額  

2,485円→2,613円（＋128円） 

(３) 施行日 

公布の日 

 

10 葛飾区立公園条例の一部を改正する条例 

 (１) 改正理由 

渋江公園における仮設の施設を廃止するほか、所要の改正をするもの 

(２) 概要 

ア 渋江公園における仮設の施設を廃止すること。 

イ 中川かわまち左岸公園を新設すること。 

(３) 施行日 

令和８年７月１日（(２)イは葛飾区規則で定める日） 

 

11 （仮称）葛飾区新宿地区屋内温水プール建築工事請負契約締結について 

(１) 工 事 件 名  （仮称）葛飾区新宿地区屋内温水プール建築工事 

(２) 工 事 箇 所  葛飾区新宿三丁目 328 番１、２、331 番２ 

(３) 契約の方法  施工能力審査型総合評価一般競争入札による契約 

(４) 契 約 金 額  24 億 2,000 円 

(５) 契約の相手  東京都葛飾区奥戸二丁目 40 番６号 

(５) 契約の相手   大翔建設株式会社 

(５) 契約の相手    代表取締役 三 村 徹 也 

(６) 工 期  契約締結の日の翌日から令和 10 年７月 14 日まで 
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12 葛飾区立鎌倉小学校外壁改修（塗装）工事請負契約締結について 

(１) 工 事 件 名  葛飾区立鎌倉小学校外壁改修（塗装）工事 

(２) 工 事 箇 所  葛飾区鎌倉四丁目 24 番１号 

(３) 契約の方法  施工能力審査型総合評価一般競争入札による契約 

(４) 契 約 金 額  １億 8,140 万 1,000 円 

(５) 契約の相手  東京都葛飾区新小岩三丁目 28 番 20 号 

(５) 契約の相手   笹崎塗装株式会社 

(５) 契約の相手    代表取締役 深 野 朋 子 

(６) 工 期  契約締結の日の翌日から令和９年２月 26 日まで 

 

13 葛飾区立亀有中学校外壁改修（塗装）その他工事請負契約締結について 

(１) 工 事 件 名  葛飾区立亀有中学校外壁改修（塗装）その他工事 

(２) 工 事 箇 所  葛飾区亀有一丁目 23 番１号 

(３) 契約の方法  施工能力審査型総合評価一般競争入札による契約 

(４) 契 約 金 額  ２億 2,291 万 5,000 円 

(５) 契約の相手  東京都葛飾区高砂一丁目 23 番３号 

(５) 契約の相手   清水ペイント株式会社  

(５) 契約の相手    代表取締役 深 野 正 治 

(６) 工 期  契約締結の日の翌日から令和９年３月 12 日まで 

 

14 都市計画道路補助第 261 号線（南水元）整備（その２）工事請負契約締結について 

(１) 工 事 件 名  都市計画道路補助第 261 号線（南水元）整備（その２）工事 

(２) 工 事 箇 所  葛飾区南水元二丁目 10 番先から南水元一丁目６番先まで 

(３) 契約の方法  施工能力審査型総合評価一般競争入札による契約 

(４) 契 約 金 額  ２億 9,315 万円 

(５) 契約の相手  東京都葛飾区西水元一丁目 15 番４号 

(５) 契約の相手   宗明建設株式会社 

(５) 契約の相手    代表取締役 木 内 竜 平 

(６) 工 期  契約締結の日の翌日から令和 10 年５月 15 日まで 

 

15 八剱橋橋梁架替（その 12）工事請負契約締結について 

(１) 工 事 件 名  八剱橋橋梁架替（その 12）工事 

(２) 工 事 箇 所  葛飾区奥戸八丁目６番先から奥戸八丁目 16 番先まで 

(３) 契約の方法  施工能力審査型総合評価一般競争入札による契約 

(４) 契 約 金 額  ２億 3,848 万円 

(５) 契約の相手  東京都葛飾区東新小岩三丁目 11 番 16 号 

(５) 契約の相手   成和建設株式会社 

(５) 契約の相手    代表取締役 渡 邉 義 美 

(６) 工 期  契約締結の日の翌日から令和９年７月 27 日まで 

 



 5

16 柴又公園拡張部（和風庭園等）整備工事請負契約締結について 

(１) 工 事 件 名  柴又公園拡張部（和風庭園等）整備工事 

(２) 工 事 箇 所  葛飾区柴又七丁目 19 番 14 号 

(３) 契約の方法  施工能力審査型総合評価一般競争入札による契約 

(４) 契 約 金 額  ２億 3,463 万円 

(５) 契約の相手  東京都葛飾区小菅三丁目５番 23 号 

(５) 契約の相手   東香園株式会社 

(５) 契約の相手    代表取締役 池 田 重 信 

(６) 工 期  契約締結の日の翌日から令和９年５月 31 日まで 

 

17 災害対策用備蓄食糧品の買入れについて 

(１) 買入れ物件  災害対策用備蓄食糧品 2,475 箱 

(２) 買入れの方法  制限付一般競争入札による契約 

(３) 買入れ金額  3,582 万 1,440 円 

(４) 買入れの相手  東京都中野区江原町二丁目６番７号 

(４) 買入れの相手    社会福祉法人東京コロニー  

(４) 買入れの相手      理事長 中 村 敏 彦 

(４) 買入れの相手   代理人 東京都葛飾区金町二丁目８番 20 号 

(４) 買入れの相手    社会福祉法人東京コロニー 東京コロニー 

(４) 買入れの相手     理事 近 藤 章 夫  

(５) 納 期  令和８年 12 月 28 日 

 

18 都市計画道路補助第276号線（細田北）整備（その１）及び排水施設（その１）工事請負契約の 

変更について 

(１) 工 事 件 名  都市計画道路補助第 276 号線（細田北）整備（その１）及び排水施設（そ 

の１）工事 

(２) 契約の相手  東京都葛飾区東新小岩七丁目 24 番 12 号 

(２) 契約の相手   尾花興業株式会社 

(２) 契約の相手    代表取締役 尾 花 弘 行 

(３) 変 更 内 容   

ア 変更前契約金額 

    ４億 9,464 万 5,800 円 

  イ 変更後契約金額 

    ５億 4,867 万 7,800 円 

   

19 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更につい 

 て 

 (１) 変更理由 

地方自治法第252条の７第１項の規定に基づき設置した措置費共同経理課について、令和 

８年11月１日に杉並区が加入するにあたり規約の変更を行うため、同条第３項において準用 

する同法第252条の２の２第３項本文の規定に基づき、議会の議決を経るもの 
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(２) 概要 

令和８年11月１日に杉並区が児童相談所を開設し、措置費共同経理課を共同設置するにあ 

たり、規約の変更を行う。 

(３) 変更時期 

令和８年 11 月１日 

 

20 地方自治法第 179 条第１項本文の規定に基づき専決処分した葛飾区特別区税条例の一部を改正

する条例の報告及び承認について 

(１) 報告の理由 

地方自治法第 179 条第１項本文の規定に基づき、令和８年３月 31 日、葛飾区特別区税条例 

の一部を改正する条例を専決処分したので、同条第３項の規定に基づき、報告し、その承認 

を求めるもの 

(２) 改正理由 

  地方税法の改正に伴い、環境性能割を廃止するほか、所要の改正をするもの 

(３) 改正概要 

 ア 環境性能割を廃止すること。  

 イ 種別割の税率の特例の適用期限を延長すること。 

(４) 施行日 

  令和８年４月１日 

 

 葛飾区農業委員会委員の任命同意方について（依頼） 

 (１) 概要 

   農業委員会等に関する法律に基づき、葛飾区農業委員会委員の任命同意を求めるもの 

 (２) 任命同意を求める委員数 

   12 名 

 (３) 現委員の任期満了日 

   令和８年７月 19 日 



月 日 曜

２１日 木 議会運営委員会理事会・議会運営委員会 （ 件 名 報 告 ）

２２日 金 （ 常 任 委 員 会 ）

２３日 土

２４日 日

２５日 月 （ 常 任 委 員 会 ）

２６日 火

２７日 水 議会運営委員会理事会・議会運営委員会 （ 議 案 説 明 ）

２８日 木 （ 議 案 送 付 ）

２９日 金

３０日 土

３１日 日

　１日 月 一 般 質 問 通 告 締 切

　２日 火 請願等締切・意見書等件名及び案文締切

　３日 水 議会運営委員会理事会・議会運営委員会

　４日 木 本 会 議

　５日 金 第 （ 本 会 議 ）

　６日 土

　７日 日 ２

　８日 月 常 任 委 員 会 （ 保 健 福 祉 ）

回 特 別 委 員 会 （ 新 庁 舎 整 備 ）

常 任 委 員 会 （ 建 設 環 境 ）

１０日 水 定 常 任 委 員 会 （ 文　　  　教 ）

１１日 木 常 任 委 員 会 （ 総　  　　務 ）

１２日 金 例 （ 予 備 日 ）

１３日 土

１４日 日 会

１５日 月 特 別 委 員 会 （ 新 庁 舎 整 備 ）

１６日 火 特 別 委 員 会 （ 危 機 管 理 ）

１７日 水

(

特 別 委 員 会 （ 地域交通政策 ）

１８日 木 19 （ 予 備 日 ）

１９日 金 日 議会運営委員会理事会・議会運営委員会

２０日 土 間

２１日 日 ）

２２日 月 本 会 議

議 会 日 程 等

令和８年第２回葛飾区議会定例会（案）

５月

６月

  ９日 火



 
   

葛飾区議会会議規則の一部を改正する規則について 

 

 

１ 改正理由及び概要 

  本会議での表決の方法について、議長が認める者については、挙手をもって

起立とみなすことができるとするもの 

 

２ 新旧対照表 

 

葛飾区議会会議規則 新旧対照表（関連部分抜粋）  

 

 

 

３ 施行日 

  公布の日 

現 行 改正案 

○葛飾区議会会議規則 

昭和34年３月30日 

議決 

（起立による表決） 

第78条 議長が表決を採ろうとするときは、

問題を可とする者を起立させ、起立者の多

少を認定して可否の結果を宣告する。 

 

 

２ 略 

○葛飾区議会会議規則 

昭和34年３月30日 

議決 

（起立による表決） 

第78条 議長が表決を採ろうとするときは、

問題を可とする者を起立させ、起立者の多

少を認定して可否の結果を宣告する。ただ

し、議長が認める者については、挙手をも

って起立とみなすことができる。 

２ 略 

 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



 
   

葛飾区議会傍聴規則の一部を改正する規則について 

 

 

１ 改正理由及び概要 

  気温上昇等の影響による体調不良等を防止する観点から、本会議での傍聴

人の水分補給を認めるもの 

 

２ 新旧対照表 

 

葛飾区議会傍聴規則 新旧対照表（関連部分抜粋）  

 

３ 施行日 

  公布の日 

 

現 行 改正案 

○葛飾区議会傍聴規則 

平成４年議会規則第１号 

 

（傍聴人の守るべき事項） 

第13条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静

粛を旨とし、次の事項を守らなければなら

ない。 

 ⑴ 飲食又は喫煙をしないこと。 

 ⑵ 議場における言論に対して拍手その他

の方法により公然と可否を表明しないこ

と。 

 ⑶ その他会議の妨害となるような行為を

しないこと。 

 

 

 

○葛飾区議会傍聴規則 

平成４年議会規則第１号 

 

（傍聴人の守るべき事項） 

第13条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静

粛を旨とし、次の事項を守らなければなら

ない。 

⑴ 飲食（水分補給を除く。）又は喫煙を

しないこと。 

 ⑵ 議場における言論に対して拍手その他

の方法により公然と可否を表明しないこ

と。 

 ⑶ その他会議の妨害となるような行為を

しないこと。 

 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



 
   

葛飾区議会委員会の傍聴に関する規程の一部を改正する規程について 

 

 

１ 改正理由及び概要 

  気温上昇等の影響による体調不良等を防止する観点から、委員会での傍聴

人の水分補給を認めるもの 

 

２ 新旧対照表 

 

葛飾区議会委員会の傍聴に関する規程 新旧対照表 

（関連部分抜粋）  

 

３ 施行日 

  公布の日 

現 行 改正案 

○葛飾区議会委員会の傍聴に関する規程 

平成13年３月29日 

議決 

 

（傍聴人の守るべき事項） 

第５条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静

粛にし、次に掲げる事項を守らなければな

らない。 

 ⑴ 飲食又は喫煙をしないこと。 

 ⑵ 委員会室における言論に対して拍手そ

の他の方法により公然と可否を表明しな

いこと。 

 ⑶ その他会議の妨害となるような行為を

しないこと。 

 

 

○葛飾区議会委員会の傍聴に関する規程 

平成13年３月29日 

議決 

 

（傍聴人の守るべき事項） 

第５条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静

粛にし、次に掲げる事項を守らなければな

らない。 

⑴  飲食（水分補給を除く。）又は喫煙を 

しないこと。 

 ⑵ 委員会室における言論に対して拍手そ

の他の方法により公然と可否を表明しな

いこと。 

 ⑶ その他会議の妨害となるような行為を

しないこと。 

 

付 則 

この規程は、公布の日から施行する。 


